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決勝レース 走路外走行について（補足） 

 

特別規則（抜粋） 

第 41条 ~5) 既定の走路から外れたり、コーナーをショートカットしたりして走行することは 
原則禁止される。 
走路は白線で明示され、この白線を 4輪とも逸脱してはならない。 
4 輪ともに逸脱していない状況でも、黄旗区間、セーフティカー中などは、 
危険行為と判定される場合がある。 

 

チームとして（車両ごとに）走路外走行をした累計回数で、罰則が課せられます。 

走路外走行 4 回目  ･･･ 黒白旗にて警告 

走路外走行 5 回目以上 ･･･ 審査委員会へ報告 

        ⇒ 罰則対象となります。 

 

 

 

 

以上 


